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１．募集人員

医学部保健学科 若干名

（内訳）

若干名看 護 学 専 攻

若干名放射線技術科学専攻

若干名検査技術科学専攻

若干名理 学 療 法 学 専 攻

若干名作 業 療 法 学 専 攻

２．出願資格

○看護学専攻を志願する者は、次のいずれかに該当する者

(1) 大学又は短期大学において看護関係学科を卒業した者又は令和２年３月までに卒業見込みの者

で、注３に該当する者

(2) 専修学校の専門課程において看護関係学科を修了した者又は令和２年３月までに修了見込みの

者で、注１及び注３に該当する者

(3) 高等学校等の専攻科において看護関係学科を修了した者又は令和２年３月までに修了見込みの

者で、注２及び注３に該当する者

○放射線技術科学専攻を志願する者は、次のいずれかに該当する者

(1) 短期大学において診療放射線技術関係学科を卒業した者又は令和２年３月までに卒業見込みの

者で、注４に該当する者

(2) 専修学校の専門課程において診療放射線技術関係学科を修了した者又は令和２年３月までに修

了見込みの者で、注１及び注４に該当する者

○検査技術科学専攻を志願する者は、次のいずれかに該当する者

(1) 短期大学において臨床検査技術関係学科を卒業した者又は令和２年３月までに卒業見込みの者

で、注５に該当する者

(2) 専修学校の専門課程において臨床検査技術関係学科を修了した者又は令和２年３月までに修了

見込みの者で、注１及び注５に該当する者

(3) 大学を卒業した者又は令和２年３月までに卒業見込みの者で、注５に該当する者

○理学療法学専攻を志願する者は、次のいずれかに該当する者

(1) 短期大学において理学療法関係学科を卒業した者又は令和２年３月までに卒業見込みの者で、

注６に該当する者

(2) 専修学校の専門課程において理学療法関係学科を修了した者又は令和２年３月までに修了見込

みの者で、注１及び注６に該当する者

(3) 高等学校等の専攻科において理学療法関係学科を修了した者又は令和２年３月までに修了見込

みの者で、注２及び注６に該当する者

○作業療法学専攻を志願する者は、次のいずれかに該当する者

(1) 短期大学において作業療法関係学科を卒業した者又は令和２年３月までに卒業見込みの者で、

注７に該当する者

(2) 専修学校の専門課程において作業療法関係学科を修了した者又は令和２年３月までに修了見込

みの者で、注１及び注７に該当する者

専修学校の専門課程の修了者及び修了見込みの者とは、文部科学大臣が定める基準（修業年限注１

２年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が１，７００時間以上であること ）を満。

たす課程を修了した者又は令和２年３月までに修了見込みの者で、学校教育法第９０条に規定す

る大学入学資格を有する者をいう。

高等学校等の専門課程の修了者及び修了見込みの者とは、高等学校、中等教育学校の後期課程注２

及び特別支援学校高等部の専攻科の課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣
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の定める基準を満たすものに限る）を修了した者又は令和２年３月までに修了見込みの者

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第２１条各号の一の規定に該当する者又注３

は令和２年３月までに該当する見込みの者

診療放射線技師法（昭和２６年法律第２２６号）第２０条第１号に該当する者又は令和２年３注４

月までに該当する見込みの者

臨床検査技師等に関する法律施行令（昭和３３年政令第２２６号）第１８条第３号に規定する注５

厚生労働大臣の指定した科目を修得した者又は令和２年３月までに修得する見込みの者

理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）第１１条第１号若しくは第２号の注６

規定に該当する者又は令和２年３月までに該当する見込みの者

理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）第１２条第１号若しくは第２号の注７

規定に該当する者又は令和２年３月までに該当する見込みの者

３．出願期間

令和元年１１月１８日（月）から１１月２２日（金）午後５時まで。

郵送の場合は、１１月２２日（金）午後５時必着とします。持参する場合は、午前９時から午後

５時までとします。

４．出願手続

(1) 出願方法

志願者は 「出願に必要な書類等」を一括して、所定の封筒に入れ、出願期間内に提出してくだ、

さい。

(2) 出願に必要な書類等

出 願 書 類 等 摘 要

入 学 志 願 票 本学所定の用紙を使用し、必要事項を記入してください。

受 験 票
本学所定の用紙を使用し、必要事項を記入してください。

写 真 票

入 学 検 定 料 ３０ ０００円を本学所定の「払込取扱票」を用いて、最寄りの郵,
「振替払込証明書（お 便局・ゆうちょ銀行から払い込んでください。

） 、 （ ） （ ）客さま用 」貼付台紙 払込期間は 令和元年１１月１１日 月 から１１月２２日 金
までです （払込済の「郵便振替払込受付証明書（お客さま用 」を。 ）
本学所定の貼付台紙に貼り付けて提出してください ）。

志 願 理 由 書 理学療法学専攻志願者のみ必要（本学所定の用紙 。）

本学所定の用紙により出身専修学校長が作成したもの。専修学校専門課程の修業年限及び課程
（専修学校出身者以外は不要）修了に要する総授業時間数の証明書

高等学校等が発行する修業年限２年以上
出身学校長が作成したもの。で，かつ，文部科学省告示第６３号又は
（高等学校等の専攻科出身者以外は不要）第６４号の基準を満たす課程を修了又は

修了見込であることを証明する証明書

成 績 証 明 書 出身学校長が作成し厳封したもの。

卒業（見込）証明書 出身学校長が作成したもの。

受 験 承 諾 書 出願時に在職中の者で在職のまま入学を予定している者は、勤務
先所属長の作成した受験承諾書（本要項に添付の所定用紙）を提出
してください。

受験票送付用封筒 本学所定の封筒に、郵便番号、住所、氏名を明記し、定形速達料
金の切手（３７４円）を貼ったもの。

あ て 名 票 合格通知書等送付用で受験者の郵便番号、住所、氏名を明記した
もの。
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(3) 出願書類の提出先

〒036-8564 青森県弘前市本町６６番地１

弘前大学保健学研究科学務グループ

電話番号 ０１７２－３９－５９１１・５９１３

(4) 出願及び受験にあたっての注意事項

① 出願書類に不備がある場合は、受理しないことがあります。

② 出願書類受理後は、いかなる理由があっても書類の返却、記載事項の変更は認めません。

③ 払込済の検定料は、次の場合を除き、いかなる理由があっても返還しません。

イ 検定料を払い込んだが出願書類を提出しなかった場合

ロ 検定料を払い込んだが出願が受理されなかった場合

ハ 誤って検定料を二重に払い込んだ場合

上記 イ～ハのいずれかに該当する場合は，速やかに保健学研究科学務グループまで，

お問い合わせください。

④ 出願書類に不正な事実があった場合は、入学許可を取り消すことがあります。

⑤ 受験する際は、受験票を必ず持参してください。

⑥ 受験者は、試験開始２０分前までに試験室へ入室してください。

５．入学者選抜の方法

入学者の選抜は、外国語、小論文、面接及び提出書類の結果を総合して行います。

６．専攻別試験実施科目等

科目等
外 国 語 小 論 文 面 接

専攻名

看 護 学 専 攻 ○ ○

放射線技術科学専攻 ○ ○

検査技術科学専攻 ○ ○

理 学 療 法 学 専 攻 ○

作 業 療 法 学 専 攻 ○

○印は試験実施科目を示す。

(1) 外 国 語（英語）

(2) 小 論 文

○作業療法学専攻

専門科目に関する基本的事項に関する１題について８００字以内で論述する。

(3) 面 接

個人面接で行う。
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７．配点

科目等
外 国 語 小 論 文 面 接 合 計成 績 証 明 書
（ ）専攻名 英 語

点 点 点 点 点
看 護 学 専 攻 １００ １００ ２００

放射線技術科学専攻 １００ １００ ２００

検査技術科学専攻 １００ １００ ２００

理 学 療 法 学 専 攻 ３００ １００ ４００

作 業 療 法 学 専 攻 １００ １００

８．試験期日及び場所

期 日 令和元年１２月７日（土）

時 間

科目等 諸 連 絡 外 国 語 小 論 文 面 接
専攻名 （英 語）

9:00 11:00
看 護 学 専 攻

～10:30 ～

9:00 11:30
放射線技術科学専攻

～11:00 ～
8:50

9:00 10:30～

検査技術科学専攻
～10:00 ～

9:00
9:00

理 学 療 法 学 専 攻
～

9:00
作 業 療 法 学 専 攻

～10:00

場 所 弘前大学医学部保健学科

青森県弘前市本町６６番地１

９．合格者発表

令和元年１２月２３日（月）午前１０時（予定）

弘前大学医学部保健学科校舎正面入口掲示板に合格者の受験番号を掲示するとともに、保健学科

のホームページ（http://www.hs.hirosaki-u.ac.jp/kouhou/hg/web/entrance.html）でも確認する

ことが出来ます。また、合格者には合格通知書及び入学手続き書類等を送付します。なお、電話等

による合否の問い合わせには応じていません。

10．入学案内

(1) 医学部保健学科の概要

医学部保健学科は、高度の医療技術はもとより、豊かな人間性と倫理性を持ち、国民の健康と福

祉に貢献できる医療従事者の育成を教育方針とし、従来の医療技術短期大学部（昭和５０年４月設

置）と教育学部特別教科（看護）教員養成課程（昭和４３年４月設置）を統合して平成１２年１０

月に設置されました。

、 （ ）、 （ ）、 （ ）、本学科は 看護学専攻 ８０名 放射線技術科学専攻 ４０名 検査技術科学専攻 ４０名

理学療法学専攻（２０名 、作業療法学専攻（２０名）の５専攻から成り、それぞれの専攻の教育）
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課程を履修することにより、社会の要請に適切に対応し得る高度な知識・技能・意欲を備え、国際

的視野を有するコ・メディカルの育成及び保健医療に関わる教育者・研究者の養成をも視野に入れ

た教育を行うことを目的としています。

(2) 修業年限及び卒業の要件

３年次編入学生の修業年限は２年とします。卒業の要件は、２年以上在学し、入学時に認定され

た単位（出身校での修得単位について、成績証明書・シラバス等を参考に個別に審査のうえ認定し

ます。原則として，１単位の授業時間数は講義科目は１５時間，演習科目は３０時間，実験・実習

科目は４５時間として認定します ）と併せて本学科所定の単位を修得しなければなりません。。

(3) 教育課程及び履修方法

編入学した学生は、当該専攻の所定のカリキュラムに従って卒業に必要な単位を修得することに

なりますが、修得する単位数もしくは取得を希望する免許状によっては、履修期間が３年以上にな

ることもあります。

(4) 入学手続及び必要経費

入学手続期間A

令和２年１月１６日（木 、１７日（金 ［午前９時から午後５時まで］本学科に来学のう） ）

え、手続を行ってください。郵送による手続の場合も１７日（金）午後５時まで必着のこと。

入学手続書類の詳細については、合格通知書を送付する際にお知らせします。

必要経費B

入学料 ２８２，０００円（予定）

授業料 ２６７，９００円（前期分 （予定 ［年額５３５，８００円 （予定）） ） ］

注１．納入した入学料は、いかなる理由があっても返還しません。

注２．入学手続完了者が、令和２年３月３１日（火）午後５時までに入学を辞退した場合は、納

入した者の申し出により、納入した授業料相当額を返還します。

注３．授業料の納入については、希望により前期分の納入の際に後期分も合わせて納入すること

ができます。

注４．在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。

(5) 卒業時取得可能称号及び資格

○看護学専攻

学士（看護学）

保健師国家試験受験資格

助産師国家試験受験資格 いずれも履修人数に制限があります。

高等学校教諭一種免許状（看護）

（ ） 、 （ ），（ ），（ ）高等学校教諭一種免許状 看護 取得のための取得単位数は 出願資格 １ ２ ３

では異なります。

○放射線技術科学専攻

学士（保健学）

○検査技術科学専攻

学士（保健学）

細胞検査士

細胞検査士養成課程を希望する学生は、すでに臨床検査技師の資格を有し、さらに検査技

術科学専攻が指定している授業科目をすべて履修して定められた単位を修得しなければな

りません。ただし、履修人数に制限があります。詳細は問い合わせください。

食品衛生管理者・食品衛生監視員

食品衛生管理者・食品衛生監視員の資格を得るためには、食品衛生管理者・監視員養成施

設を卒業（見込）の者で、入学前に在籍していた食品衛生管理者・監視員養成施設におい

て修得した授業科目・単位数と合わせ、食品衛生法施行規則第５０条２の別表第１４（Ａ

～Ｄ）に基づき検査技術科学専攻［食品衛生管理者等任用資格コース］が指定している授

業科目を履修し、定められた単位を修得しなければなりません。

健康食品管理士

健康食品管理士認定試験の受験資格を得るためには、検査技術科学専攻が指定している授

業科目を履修し、定められた単位を修得しなければなりません。
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○理学療法学専攻

学士（保健学）

○作業療法学専攻

学士（保健学）

11．入学料及び授業料の免除・徴収猶予

入学料及び授業料の免除・徴収猶予制度につきましては、現在、制度改正の準備が進んでおり、

令和２年４月入学者からは新制度による入学料・授業料の免除・徴収猶予を実施する予定です。

なお、制度改正後の入学料及び授業料の免除・徴収猶予制度等の詳細については、決まり次第、

本学のホームページにて公表いたします。

問い合わせ先

弘前大学保健学研究科 学務グループ

電話：０１７２－３９－５９１１

時間：平日 ９：００～１７：００

（ただし、令和２年２月２１日～２５日を除く）

※ 令和２年２月２１日～２５日は一般入試及びその準備のため不在になります。窓口及び

電話対応ができませんので注意してください。

12．日本学生支援機構奨学金（貸与）※卒業後に返還が必要

学業・人物ともに優秀であって、経済的理由によって修学が困難と認められる者に対して、本人

の申請に基づき、選考のうえ、奨学金が貸与されます。

募集期間は、４月上旬から下旬までですが、募集にあたって説明会も予定しています。詳細は入

学者案内または掲示で確認してください。

13．日本学生支援機構奨学金（給付）※原則として返還不要

給付奨学生の取扱いについては、制度の変更が予定されています。

詳細については、決まり次第、本学ホームページにて公表いたします。

なお、現在、給付奨学生の方は特に今後の情報にご注意願います。

14．学生寮入寮希望調書等の請求方法及び受付期間

学生寮への入寮を希望する場合は、事前に「入寮希望調書」等を提出する必要があります。

以下の方法により必要書類を取り寄せ、期日までに提出してください。

（１） 必要書類の請求方法

① 郵送により請求する場合

・ 往信用封筒の表に「入寮案内請求」と朱書きしてください。

・ 往信用封筒の裏に「住所 「氏名」を記入してください。」、

（ 、 、 ） 。・ 返信用封筒 長形３号 返信先住所・宛名記入 切手 円分貼付 を同封してください９４

② 弘前大学ホームページから取得する場合

・ 所定の様式をダウンロードしてください。

③ 入寮案内等の発送並びにダウンロード開始は、令和元年１１月２０日（水）からです。

（２） 資料の請求先

〒 － 青森県弘前市文京町１ 弘前大学学務部学生課学生支援グループ036 8560
電話：０１７２－３９－３１０７

（３） 入寮希望調書等の受付期間（最終日 時必着）17
令和２年１月６日（月）～令和２年１月１７日（金）




